
 

 

台風・異常気象時等における児童の登下校について 

 

日頃は、本校の教育活動に対して深い御理解と御協力をいただき、誠にありがとうござい

ます。近年、全国各地で甚大な自然災害が頻発していることを受け、児童生徒等の安全確保

について一宮市教育委員会から通知がありました。台風等の異常気象時におけるお子様の安

全確保のため、本校の対応を下記のとおりとしましたので、ご承知おき願います。 

〇主な変更点：「警戒レベル４【避難指示】以上」が発令された場合の対応を追加 

 

記 

 

１ 児童が登校する以前に、【一宮市】に「暴風警報」が発表されている場合 

 
給食中止を連絡した場合 

（前日までに文書にて保護者の

皆様に連絡します。） 

給食中止を連絡しなかった場合 

午前６時までに 

暴風警報解除 

弁当持参の上、平常通り授業を行

います。 

平常通りの授業を行います。 

（給食はあります。） 

午前６時以降、 

午前前８時３０分

までに暴風警報解

除 

弁当持参の上、午後も授業を行い

ます。 

★警報解除1時間30分後をめど

に集合場所に集合し出発します。 

授業は、午前中とします。 

★警報解除1時間30分後をめどに集

合場所に集合し出発します。 

（給食はありません。） 

※児童クラブに通う場合は弁当持参 

午前８時３０分 

以降 

午前１１時までに

暴風警報解除 

弁当持参の上、午後も授業を行い

ます。 

★警報解除1時間30分後をめど

に集合場所に集合し出発します。

（状況に応じ、家庭で昼食をとっ

てから登校してもよいです。） 

 

授業は行いません。（休校） 

 

※児童クラブもありません。 

午前１１時以降に

暴風警報解除 
授業は行いません。（休校） ※児童クラブもありません。 

 

２ 児童の登校後に、【一宮市】に「暴風警報」が発表された場合 

（１）台風の中心位置、進行速度および方向、暴風警報発令時における気象状況等から、児

童が安全に帰宅できると判断した場合には、当日の授業を中止して下校させます。 

  ※暴風警報発令時には、児童クラブはありません。自宅へ下校になります。 

（２）戸外の通行が危険と判断した場合は、戸外の通行の危険がなくなるまで、校内の安全

な場所に待機させます。 

（３）警報発表の時刻によっては、給食を食べずに下校となりますのでご了承願います。  

台風接近時における登下校について 



 

一宮市が警戒レベル４【避難指示】以上を発令している場合、 

または、一宮市に特別警報が発表されている場合の登下校について 

※市が発令する「警戒レベル」は市内一部地域にのみ発令される場合があります。  

 

１ 児童が登校する以前に、「警戒レベル４【避難指示】以上」が発令されている、または

「特別警報」が発表されている場合 

（１）登校をさせないでください。 

（２）「警戒レベル４【避難指示】以上」または「特別警報」の解除後も、災害の状況や通学

路の安全が確保できるまで登校させないでください。 

２ 児童の登校後に、「警戒レベル４【避難指示】以上」が発令された、または「特別警

報」が発表された場合 

（１）授業を中止し、児童の安全を確保します。 

（２）「警戒レベル４【避難指示】以上」または「特別警報」の解除後も、災害の状況や通

学路の安全が確認できるまで学校で待機させることもあります。 

 

異常気象時（大雨や雷雨等）における登下校について 
＜警報の有無には関係ありません＞ 

１ 登校時に大雨や雷雨の場合 

（１）通学路の状況をよく把握されて、危険がないと保護者が判断された場合は、登校させ

てください。 

（２）雨や雷が激しかったり、道路が冠水したりして、登校が困難あるいは危険と判断され

た場合は、自宅待機でお願いします。そして、気象回復及び戸外通行の安全を確認して

から登校させていただきますようお願いします。 

２ 在校中の場合 

（１）気象状況を確認し、平常の授業を進めるか、帰宅させるか等を判断しますが、基本的

には児童は学校待機とさせていただきます。 

３ 下校時に大雨や雷雨の場合 

（１）気象の状況や戸外通行の危険がなくなるまで学校に残し、安全な場所（基本的には各

教室）で待機させます。なお、その判断やその後の対応などにつきましてはtetoru及び

ウェブページで情報提供させていただきます。 

（２）気象の状況や戸外通行の危険がなくなったと判断した時点で下校させます。下校が遅

れる場合がありますので、ご了承願います。 

（３）気象の回復が見込めない場合や戸外通行が危険な場合には、引き取りをお願いする場 

合があります。 

4 その他 

緊急時の対応（避難場所や連絡方法等）について、各ご家庭で話し合い、確認をお願い

いたします。特に、お子さんが急きょ下校することになった場合の皆様の所在や連絡方法

などをはっきりとさせ、お子さんにもわかるようにさせておいてください。また、緊急時

にはtetoruやウェブサイトにて情報提供をさせていただきますが、tetoruの発信が多数の

学校で集中した場合に不具合が生じるケースがあります。いずれも通常の事態ではありま

せんので、保護者の主体的な判断をお願いします。 


